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ペ
ー
ジ

規　
　
　

則

〇
教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

　

る
規
則 

（
人　

事　

課
）　
　

一

〇
県
税
に
関
す
る
証
明
等
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
税　

務　

課
）　
　

一

訓　

令　

甲

〇
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
私
学
文
書
課
）　
　

二

〇
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
本
人
確
認
情
報
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
市
町
村
課
）　
　

三

議　
　
　

会

〇
公
文
書
の
写
し
等
に
対
し
て
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
費
用
に
関
す
る
規
程
の
一

　

部
を
改
正
す
る
訓
令 

三

監
査
委
員

〇
宮
城
県
監
査
委
員
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

四

公
安
委
員
会

〇
警
察
署
の
下
部
機
構
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 
四

規　
　
　

則

　

教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
二
十
八
号

　
　
　

教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
表
教
育
委
員
会
の
項
第
一
号
イ
を
削
り
、
同
号
ロ
中
「
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
の
下
に
「
及
び
第
五

項
た
だ
し
書
」
を
、「
授
業
料
」
の
下
に
「
及
び
受
講
料
」
を
加
え
、
同
号
中
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
か
ら
ホ
ま
で
を
ロ
か

ら
ニ
ま
で
と
し
、
同
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

上
げ
る
。

　

第
五
条
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

一 　

公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
公
益
信
託
（
公
安
委
員
会

の
所
掌
事
務
に
関
連
す
る
事
項
を
目
的
と
す
る
も
の
に
限
る
。）
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
事
務

　

第
五
条
第
三
項
第
二
号
中
「
二
千
万
円
」
を
「
四
千
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
第
二
号
中
「
整
備
法
」
を
「
一

般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
号
）
の
規
定
」
に
改
め
る
。

　

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

（
補
助
執
行
の
適
用
除
外
）

４ 　

当
分
の
間
、
前
項
に
規
定
す
る
事
故
に
よ
る
損
害
に
係
る
争
訟
及
び
損
害
賠
償
請
求
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て

は
、
第
五
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１ 　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
高
等
学
校
等
（
県
立
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十

六
年
宮
城
県
条
例
第
十
五
号
）
附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
を
い
う
。）
に
在
学
す
る
生
徒
に
係
る
県
立

学
校
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
の
教
育
委
員

会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
第
二
条
の
表
教
育
委
員
会
の
項
第
一
号
イ
の
規
定
は
、
こ
の

規
則
の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

県
税
に
関
す
る
証
明
等
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
二
十
九
号
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県
税
に
関
す
る
証
明
等
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

県
税
に
関
す
る
証
明
等
手
数
料
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、「
又
は
免
税

軽
油
使
用
者
証
の
交
付
を
申
請
す
る
場
合
」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓　

令　

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
九
号

　

公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

公
印
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
同
条
第
九
号
中
「
知
事
の
事
務
を
委
任
し
た
」
を
削
り
、
同

号
を
同
条
第
八
号
と
す
る
。

　

別
表
第
一
号
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

出
先

機
関

印　

一

般

文

書

用

方
二
五

宮 城 県

（出先機関名）

（之） 印

各
出
先
機

関

の

長

　

別
表
第
二
号
の
表
８
の
項
中

「

一

般

文

書

用

方
二
〇

宮 城 県 （ 保 健
福 祉 事 務
所 名 ） 長 之 印
支 所 名

保
健
福
祉

事
務
所
各

地
域
事
務

所

長

を

保
健
福
祉

事

務

所

各
支
所
長

一

般

文

書

用

方
二
〇

宮 城 県 （ 保 健
福 祉 事 務 所
地域事務所名）
長 之 印

保
健
福
祉

事

務

所

各

地

域

事
務
所
長

」

「

一

般

文

書

用

方
二
〇

宮 城 県 （ 保 健
福 祉 事 務
所 名 ） 長 之 印
支 所 名

保
健
福
祉

事
務
所
各

地
域
事
務

所

長

に
改
め
、同
表
中
11
の
項
を
12
の
項
と
し
、

保
健
福
祉

事

務

所

各
支
所
長

」

10
の
項
を
11
の
項
と
し
、
９
の
項
を
10
の
項
と
し
、
８
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

９

出
先

機
関

長
印

一

般

文

書

用

方
二
〇

宮 城 県

（出先機関名）

長 （之） 印

各
出
先
機

関

の

長

　
　
　

附　

則
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こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
号

　

文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

文
書
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
管
第　
　
　
　
　

号　
　
　
　

管
財
課

　

別
表
第
一
第
二
号
⑵
中 

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

財
利
第　
　
　
　

号　
　
　
　

財
産
利
用
推
進
室
」

「
管
第　
　
　
　
　

号　
　
　
　

管
財
課
」
に
、「
医
療
第　
　
　
　

号　
　
　
　

医
療
整
備
課
」
を

「
医
療
第　
　
　
　

号　
　
　
　

医
療
整
備
課

 

に
、「
富
県
第　
　
　
　

号　
　
　
　

富
県
宮
城
推
進
室
」
を

　

医
設
第　
　
　
　

号　
　
　
　

医
学
部
設
置
推
進
室
」

「
富
県
第　
　
　
　

号　
　
　
　

富
県
宮
城
推
進
室

 
に
改
め
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

企
復
第　
　
　
　

号　
　
　
　

企
業
復
興
支
援
室
」

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
一
号

　

本
人
確
認
情
報
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

本
人
確
認
情
報
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

本
人
確
認
情
報
の
管
理
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
四
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

目
次
中
「
シ
ス
テ
ム
機
器
」
を
「
シ
ス
テ
ム
機
器
等
」
に
改
め
る
。

　

「
第
三
章　

シ
ス
テ
ム
機
器
の
保
護
」
を
「
第
三
章　

シ
ス
テ
ム
機
器
等
の
保
護
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
の
見
出
し
中
「
シ
ス
テ
ム
機
器
」
を
「
シ
ス
テ
ム
機
器
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
サ
ー
バ
、
端
末
機
」
を
「
代

表
端
末
、
業
務
端
末
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
サ
ー
バ
」
を
「
代
表
端
末
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
端
末
機
」
を
「
業
務
端
末
」

に
改
め
る
。

　

第
十
二
条
の
見
出
し
中
「
サ
ー
バ
等
」
を
「
代
表
端
末
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
操
作
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
」
を
「
操

作
者
Ｉ
Ｄ
（
操
作
権
限
を
識
別
す
る
た
め
の
符
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
中
「
操
作
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
及
び
パ
ス
ワ
ー
ド
」
を
「
照
合
Ｉ
Ｄ
（
操
作
者
を
識
別
す
る
た
め
の
符
号
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）
及
び
照
合
情
報
（
静
脈
等
の
情
報
に
不
可
逆
演
算
を
施
し
て
登
録
さ
れ
た
情
報
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）」
に
改
め
る
。

　

第
十
四
条
中
「
操
作
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
及
び
パ
ス
ワ
ー
ド
」
を
「
照
合
Ｉ
Ｄ
、
照
合
情
報
及
び
操
作
者
Ｉ
Ｄ
」
に
改

め
る
。

　

第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
照
合
Ｉ
Ｄ
、
照
合
情
報
及
び
操
作
者
Ｉ
Ｄ
）

第 

十
五
条　

ア
ク
セ
ス
管
理
責
任
者
は
、
照
合
Ｉ
Ｄ
、
照
合
情
報
及
び
操
作
者
Ｉ
Ｄ
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
実

施
す
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

照
合
Ｉ
Ｄ
及
び
操
作
者
Ｉ
Ｄ
の
管
理
方
法
を
定
め
る
こ
と
。

　

二　

照
合
情
報
の
登
録
及
び
削
除
の
管
理
方
法
を
定
め
る
こ
と
。

　

三　

照
合
Ｉ
Ｄ
及
び
操
作
者
Ｉ
Ｄ
の
管
理
簿
を
作
成
す
る
こ
と
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
本
人
確
認
情
報
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
規
定
に
よ
る
操
作
者
用
Ｉ
Ｃ

カ
ー
ド
及
び
パ
ス
ワ
ー
ド
に
係
る
管
理
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

議　
　
　

会

〇
宮
城
県
議
会
訓
令
甲
第
二
号

　

公
文
書
の
写
し
等
に
対
し
て
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
費
用
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
議
会
議
長　
　

安　
　

藤　
　

俊　
　

威　
　
　

　
　
　

公
文
書
の
写
し
等
に
対
し
て
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
費
用
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

公
文
書
の
写
し
等
に
対
し
て
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
費
用
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
宮
城
県
議
会
訓
令
甲

第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
二
項
中
「
特
に
希
望
す
る
」
を
「
国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
公
共
団
体
又
は
公
共
的
団
体
で
あ
る
」
に

改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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監
査
委
員

〇
宮
城
県
監
査
委
員
訓
令
第
二
号

　

宮
城
県
監
査
委
員
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

 

　

宮
城
県
代
表
監
査
委
員　
　

遊　
　

佐　
　

勘
左
衛
門　
　
　

　
　
　

宮
城
県
監
査
委
員
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

宮
城
県
監
査
委
員
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
五
十
八
年
宮
城
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
三
条
監
査
チ
ー
ム
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

監
査
チ
ー
ム

　

一　

定
期
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

行
政
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

随
時
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

県
議
会
及
び
知
事
の
請
求
に
基
づ
く
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

財
政
的
援
助
団
体
等
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

決
算
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

例
月
出
納
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

八　

指
定
金
融
機
関
等
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

九　

住
民
監
査
請
求
、
直
接
請
求
に
基
づ
く
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

十　

基
金
運
用
状
況
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
一　

職
員
の
賠
償
責
任
等
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。　

　

十
二　

健
全
化
判
断
比
率
及
び
公
営
企
業
に
係
る
資
金
不
足
比
率
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会

　
　
　
警
察
署
の
下
部
機
構
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
警
察
署
の
下
部
機
構
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
29年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　
別
表
第
２
中

「
瀬
峰
駐
在
所

栗
原
市
瀬
峰
下
藤
沢
162番

地
14

」
を

「
瀬
峰
駐
在
所

栗
原
市
瀬
峰
桃
生
田
４
番
地
２

」
に
改

め
る
。

　
別
表
第
４
仙
台
東
警
察
署
の
表
高
砂
交
番
の
項
中
「
御
蔵
前
を
除
く
。）」
の
次
に
「
、
町
前
一
丁
目
」
を
、「
港
五

丁
目
ま
で
」
の
次
に
「
、
宮
内
一
丁
目
」
を
加
え
る
。

　
別
表
第
４
塩
釜
警
察
署
の
表
多
賀
城
交
番
の
項
中
「
留
ヶ
谷
三
丁
目
ま
で
」
の
次
に
「
、
中
野
」
を
加
え
る
。

　
別
表
第
４
石
巻
警
察
署
の
表
蛇
田
交
番
の
項
中
「
あ
け
ぼ
の
一
丁
目
」
を
「
茜
平
一
丁
目
か
ら
茜
平
五
丁
目
ま
で
、

あ
け
ぼ
の
一
丁
目
」
に
改
め
、「
丸
井
戸
三
丁
目
ま
で
」
の
次
に
「
、
わ
か
ば
一
丁
目
か
ら
わ
か
ば
三
丁
目
ま
で
」
を

加
え
、
同
表
大
瓜
駐
在
所
の
項
中
「
根
岸
」
の
次
に
「
、
美
園
一
丁
目
か
ら
美
園
三
丁
目
ま
で
」
を
加
え
る
。

　
別
表
第
４
大
河
原
警
察
署
の
表
大
河
原
駅
前
交
番
の
項
中
「
東
新
町
」
の
次
に
「
、
広
表
」
を
加
え
、
同
表
金
ヶ
瀬

駐
在
所
の
項
中
「
新
寺
、
東
新
町
、
緑
町
及
び
南
平
」
を
「
南
平
、
新
寺
、
東
新
町
、
広
表
及
び
緑
町
」
に
改
め
、
同

表
沼
辺
駐
在
所
の
項
中
「
新
巻
、」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
3
号

　
警
察
署
の
下
部
機
構
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
26年
３
月
31日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
猪
俣
　
好
正
　
　

宮　　城　　県　　公　　報号外第15号　平成26年３月31日　月曜日 （4）


